
長野県山岳総合センター指定管理者候補者の選定結果 

 

観光スポーツ部山岳高原観光課 

 

 

 長野県山岳総合センターについては、令和６年８月より指定管理者を公募しておりました

が、下記のとおり指定管理者候補者を選定しました。 

 今後、地方自治法の規定に基づき長野県議会での議決を経て、知事が指定する予定です。 

 

記 

 

１ 施設名 

長野県山岳総合センター 

 

２ 指定管理者が行う業務内容 

（1）施設及び設備の維持管理に関する業務 

（2）センターの利用の許可に関する業務 

（3）センターの利用に係る料金に関する業務 

（4）山岳に関する研究及び調査並びに山岳における野外活動に関する教育事業及び普及事 

業の企画及び実施に関する業務 

（5）前各号に掲げる業務に附帯する業務 

 

３ 指定管理者候補者 

 (1)候補者名 

一般社団法人長野県山岳協会事業管理 

（2）所在地 

長野県大町市平 2161番地４ 

（3）代表者名 

  代表理事 杉田 浩康 

 

４ 指定期間 

令和７年４月１日～令和 12年３月 31日（５年間） 

 

５ 選定方法 

 (1)公募・非公募の別 

公募 

(2)公募期間 

令和６年８月１日から９月 19日まで 

(3)応募者名 

一般社団法人長野県山岳協会事業管理 

(4)選定委員会による選定 

「長野県山岳総合センター指定管理者選定委員会」を設置し、令和６年 10月 15日に選

定委員会を開催し、指定管理者候補者を決定しました。 



 

６ 選定委員会における審査結果 

審査基準 
一般社団法人長野県山岳

協会事業管理（候補者） 
 配点 

１ 施設の運営方針、管理の内容 15 15.0 

２ 法人等の能力 ７ 6.7 

３ 地域要件 ３ 3.0 

４ 施設の運営実績 10 10.0 

５ 収支計画の内容 10 9.6 

６ 指定管理料 ８ 8.0 

７ サービス向上策 10 9.6 

８ 地域との連携や地域貢献度の内容 10 10.0 

９ 社会貢献度の内容 10 10.0 

10 
安全登山、野外活動等の教育事業及

び普及事業等の内容 
17 16.3 

計 100 98.2 

 

７ 選定理由 

 〇第１位（候補者）：一般社団法人長野県山岳協会事業管理 

審 査 点：98.2点 

選定理由： 

・指定管理者としての長年の運営実績や登山者の分析を踏まえた新たな取組の追加、学

校登山への支援の拡充などの事業提案があり、自立した登山者の育成による遭難防止

や本県の山岳観光の裾野の拡大等に期待ができる。 

・今以上の効果を上げるためにはより広い人脈等が必要となるので、県との更なる連携

を期待したい。 

 

８ 指定議案提出予定時期 

 令和６年11月議会 

 

 


